
地域の防犯活動や社会貢献活動の一環として、道路照明灯の維持管理に参画しませんか。 
 

協賛企業等を募集中！ 
 

 
 
  

 
 

 
 

 兵庫県では、安全で安心な地域の道路づくりに向け、沿道の企業や団体の皆さんのご協

力により、道路照明灯の維持管理を行う「ひょうごアドプト・あかりのパートナー」制度

を実施しています。 
社会貢献活動にご理解のある企業や商店、地域団体の皆様のご協力をお願いします。 
すでに協賛いただいている皆様も、引き続き、ご協力をお願いします。 

 
＜ 応 募 方 法 ＞ 

 ＊ 裏面の応募用紙にご記入のうえ、末尾の申込先へ郵送又はＦＡＸ 
  いただくか、電話等でお問い合わせください。 
 

＜対象となる道路照明灯＞ 
＊ 兵庫県が管理する国道又は県道に、兵庫県が設置・管理している 

道路照明灯（車道部に設置されたもの、電柱等に共架されたものなど、 
一部対象外のものがあります。） 
《神戸市内の道路は、国又は神戸市が管理しているため対象外です。》 
 

＜ ご 協 力 頂 く こ と ＞ 
 ＊ ３～５年間のパートナー契約を締結いただき、以下のことについて、ご協力をお願いします。 

＊ 照明灯のあかりが消えていたり壊れていたら、県土木事務所等に連絡をお願いします。 
（県でも毎日１回パトロールを実施しています。） 

＊ 協力頂く道路照明灯一本あたり、年間２万円の協賛金をお願いします。 
                         

＜ パートナーになっていただくと ＞ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 
 

＝ お問い合わせとお申し込みは、こちらまでお願いします。＝ 
○ 兵庫県土木部道路保全課（管理班） ○ 県下 各土木事務所等 

神戸市中央区下山手通 5-10-1 各土木事務所管理（第１）課等までお問い合 

電話 ０７８－３６２－３５２２,  ＦＡＸ ０７８－３６２－４２７８ わせ又は、お申し込みください。 

e-mail  ｄｏｕｒｏｈｏｚｅｎｋａ＠ｐｒｅｆ．ｈｙｏｇｏ．ｌｇ．ｊｐ                 （神戸土木事務所は除きます。） 

 
 

道路照明灯の下部に、ご協力頂く企業・団体名、所在地、電話番号等を表示し

た管理票（縦 24.5 ㎝×横 15 ㎝）を設置します。 

☆ 社会貢献活動として、地域防犯に資する道路照明灯の維持管理に参画され

ることにより、イメージアップにつながります。 
☆ 県のホームページ（http://web.pref.hyogo.lg.jp/wd13/wd13_000000015.ht

m）でも、ご協力頂くパートナー名を掲載し、パートーナーのホームページへ

のリンクを貼り、ＰＲに努めます。 
☆ 通常は広告物を表示できない道路照明灯に、企業名の表示ができます。



 
令和  年  月  日 

 

「ひょうごアドプト・あかりのパートナー」の応募について 

 
兵庫県知事 様 

 
所 在 地                    
企業等名                       
担当者 所 属                        

氏 名                        
電 話                         
ＦＡＸ                  

E-mail                   

 

（いずれかに○をつけて下さい。） 

①「ひょうごアドプト・あかりのパートナー」に関心があるので、下記のとおり問合せを行います。 

②「ひょうごアドプト・あかりのパートナー」公募要項に基づき、下記のとおり申し込みます。なお、当社は

公募要項３（１）に規定する応募資格（※備考３参照）に該当します。 

 

応募者の業種   

応募する照明灯 

の所在地 

 

     市・郡      町          地先 

（路線名： 国道・県道         号・線）（路線名が不明の場合は記載不要です） 

 

※ 場所が決まっていない場合は、「○○市○○町 JR○○駅付近等」と記載して頂ければ、

実施が可能な道路照明灯を選定させて頂きます。 

 

応 募 本 数           本 

希望協定期間  ５年 ・ ４年 ・ ３年     ※○で囲んでください 

管理票に表示を 

希望する項目 

 

企業・団体の名称  住所  電話番号 

ロゴ（姫路市は屋外広告物条例によりロゴの表示ができません。） 

 

（上記のうち表示を希望する項目に○を付けて下さい。） 

 

 

＜備考＞ 

１ 問合後、道路照明灯を現地確認させて頂きますので、担当者名、連絡先は必ずご記入ください。 

２ 県庁道路保全課（e-mail：dourohozenka@pref.hyogo.lg.jp )又は各土木事務所管理（第１）課等あて、FAX、電

子メール、持参又は郵送により提出願います。 

３ 公募要項３（１）に規定する応募資格とは、以下の各者に該当しないことです。 

  風俗営業を営む者、金銭の貸付けを主な業として行う貸金業者、暴力団又は暴力団員、暴力団及び暴力

団員と密接な関係を有する者、民事再生法又は会社更生法による再生手続又は更生手続開始の決定を受け

ている者、県の指名停止を受けている者 
 

 
 

検討段階のため、正式な申込みに至らない場合も、この様式でお問合せ下さい。 


